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はじめに

本安全管理指針は、令和６年７月、県内小学校の水泳授業中に発生した４

年生男子児童死亡事故の重大性を踏まえ、今後、同じ事故を二度と発生させ

ないために、水泳授業における更なる安全管理を徹底することを目的として

策定したものである。

策定にあたっては、文部科学省が示す「学校体育実技指導資料第４集 水

泳指導の手引（三訂版）」を基本的な考え方としている。

本安全管理指針では、より安全安心な水泳授業の実施に向け、県内小学校

における水泳授業の実施状況調査結果や各都道府県の取組状況及び高知市事

故検証委員会の報告書の内容等を踏まえ、具体的な取組を示すこととした。

特に「適切な水位の考え方」、「泳ぎが得意ではない児童への対応」「授業者

及び監視者の役割」、「人数確認とバディシステム活用の徹底」、「通常の学習

場所以外のプールを使用する場合」などについて詳しく示したほか、文部科

学省が示す手引「第４章 水泳指導と安全」を時系列に再構成している。

各学校においては、水泳授業を実施する前には、水泳授業に関係する全教

職員並びにご協力いただく学校関係者が、「学校体育実技指導資料第４集 水

泳指導の手引（三訂版）」及び本安全管理指針の内容を十分に理解したうえで

水泳授業を開始するなど、これまで以上に、安全安心な水泳授業の実施に向

けて、計画的・組織的に取り組んでいただくことを強くお願いする。

本安全管理指針の策定にあたっては、日本赤十字社高知県支部、鳴門教育

大学 大学院学校教育研究科 松井 敦典 教授など関係者のご協力をいただい

た。今後、この指針をもととした安全管理講習会等を定期的に開催する予定

である。

なお、この指針については、国の方針や学校の状況により、必要に応じて改

訂することとする。

令和７年４月 高知県教育委員会
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安全な水泳授業の進め方～計画から水泳授業実施までのフロー図～

水泳授業の安全管理の徹底 p.３～12、p.28～32、p.34～35

水泳授業の体制づくり p.３

職員会・学年会等を活用して、指導計画や指導上の課題などを共有し合い、組織的

に連携・協力して取り組む。

【緊急時の対応マニュアルの作成及び確認】 p.３～６、p.29、p.32、ｐ.34～35

事故発生時における傷病者の発見から搬送・救急救命・119 番通報・ＡＥＤ使用等

の手順、校内連携・運搬方法、他児童への対応 など

【校内研修の実施】 p.４

各学校にて、毎年、水泳授業が開始するまでに水泳指導の安全管理等に関する研

修を実施する。

※当面は県教育委員会が開催する研修内容を各学校の体育主任等が受講し、受講

した内容を校内研修にて周知徹底を図る。

安全な水泳授業の実施 p.12～19、p.31～33

授業前・中・後のチェックリストの活用、監視者の監視位置、人数確認（バディシ

ステム含む）、水位の確認、入水時の注意事項、泳ぎが得意ではない児童への対応、

水泳授業における記録シート など

水泳指導計画の作成 p.20～27

【水泳指導の目標・年間指導計画の作成】

「学習指導要領 解説 体育編」及び「小学校体育（運動領域）指導の手引き～楽し

く身に付く体育の授業～」を参照

【実施場所の安全確認】 p.７～９、p.10～12、p.28

プールの排水口、水質の管理、水位の設定、水温・気温、プールサイド など

※通常の学習場所以外のプールを使用する場合における留意点

【児童の健康管理】 p.９、p.30～31

児童が水泳に適した健康状態であるかどうかを事前に確認
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１ 事前の留意事項（年度当初から水泳授業が始まる前まで）

◯水泳授業の体制づくりについて

安全安心な水泳授業を実施するために、各学校においては水泳授業が始まる前までに、

職員会や学年会等を活用して、水泳授業の指導計画や指導上の課題などを共有し合い、

組織的に連携・協力して取り組む※必要があります。

また、学校によっては、「水泳授業安全委員会（仮称）」を設け、安全安心な水泳授業

の実施に向けた指導計画等を立案し、組織的に取り組むことも考えられます。

なお、いずれの場合においても、文部科学省が示す「学校体育実技指導資料第４集 水

泳指導の手引（三訂版）」のほか、本安全管理指針等の活用が求められます。

【※組織的に連携・協力して取り組む具体の内容】

・事前のチェックリストの活用（本安全管理指針 p.29 参照）

・緊急時の対応マニュアルの作成及び確認

・校内研修の実施について

・授業実施場所の安全確認について

・指導の際の共通事項の確認について

・指導計画の作成及び共有

（注）上記内容はあくまで例として示したもの。

詳細については、「学校体育実技指導資料第４集 水泳指導の手引（三訂版）」及び本安全管理指針等を

参照し、各学校の実態に応じて対応すること。

◯チェックリストの作成

安全安心な水泳授業を実施するための各学校の実態に応じたチェックリストを必ず

作成し、活用してください（本安全管理指針 p.32～33 を参照）。

◯緊急時の対応に備えて（国の手引(三訂版)p.127）

各学校においては、万が一の事故発生時に、円滑・迅速に児童の救助・救命を行える

体制を整えておくことが必要です。また、緊急時の対応マニュアルを作成し、対応手順

を共通で理解することや、簡潔なフローチャート図などを、職員室、保健室及びプール

等の日頃から見やすい場所に掲示しておくことが大切です。また、各学校の実情に応じ

てマニュアル等を定期的に見直し、再確認することが重要です。

例）授業者と監視者の必要人数、配置、役割分担、児童の健康状態及び泳力

の把握、人数確認の方法、チェックリスト、ホイッスル、拡声器 など

例）水位（満水時・構造上の水深）、ＡＥＤ、プールの排水口、避難場所、救

命具、水温及び水質、プールサイド など

【備考】各項目に記載しているページ番号「国の手引(三訂版)p.○」とは、文部科学省が示す「学校体育実技指導資料

第４集 水泳指導の手引（三訂版）の「第４章 水泳指導と安全」のページ番号を表しています。
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【留意点】

（水泳授業実施前）

・各学校が定める危機管理マニュアル等を参考に、緊急時の連絡手順を決めておくこと。

併せて、危機管理マニュアルの内容についても適宜見直すこと。

・全教職員が、心肺蘇生法を実施できるようにしておくこと。

・ＡＥＤの設置場所の確認や操作方法について理解しておくこと。

・救急車及びストレッチャーの搬入搬出ルートを確認しておくこと。

・事故者以外の児童を安全な場所に誘導し、適切な指示が行えるようにしておくこと。

・事故をした児童の保護者への連絡や、その他の保護者への連絡等について、どのよう

に行うか予め決めておくこと。

・救命具の設置状況について把握し、必要な道具を設置すること。

・「緊急時の対応マニュアル（フロー図等）」を作成しておくこと。併せて、緊急時に適

切な行動がとれるように「事故発生時の対応チェックリスト」も作成しておくこと。

（※本安全管理指針 p.34～35 参照）

（水泳授業実施中）

・緊急時に、速やかに１１９番通報ができるよう、携帯電話等をプールへ持参すること。

・授業中は、プールサイド等に必要な救命具を設置すること。

・速やかにＡＥＤが使用できるよう、水泳授業中はＡＥＤの設置場所を工夫すること。

◯校内研修の実施及び安全指針等の確認について

各学校においては、水泳授業が始まる前までに水泳指導の安全管理等に関する校内研

修を実施してください。その際、文部科学省が示す「学校体育実技指導資料第４集 水

泳指導の手引（三訂版）」及び本安全管理指針、県教育委員会が公開する動画等を活用

し、水泳指導の安全管理について徹底をお願いします。

なお、水泳授業を実施する際は、水泳授業に関係する全教職員並びにご協力いただく

学校関係者が水泳指導の安全管理等を十分に理解したうえで実施するようにしてくだ

さい。
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◯一次救命処置の手順（フロー図等）

【傷病者にＡＥＤの電極パッドを貼り付ける際の留意点】

・傷病者の胸が濡れている場合は、乾いたタオルで胸を拭いて

から電極パッドを貼り付けること。（※床が濡れていても、

電極パッドが濡れた床に接していなければ、電気ショックの

効果に影響はない。）

・電極パッドを貼り付ける位置に貼り薬がある場合は、まずは

これを剥がし、残っている薬剤を拭き取ってから、電極パッ

ドを貼り付けること。

・皮膚の下に心臓ペースメーカーや除細動器が埋め込まれている場合

（※胸に硬いこぶのような膨らみが見える場合も有る）は、その膨

らみ部分を避けて電極パッドを貼り付けること。

【引用：赤十字救急法基礎講習教本（７版）（令和４年４月 日本赤十字社）】

【引用（イラスト）：赤十字救急法基礎講習教本（７版）（令和４年４月 日本赤十字社）】
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【引用：日本赤十字社高知県支部】
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◯プールの排水口の点検について

これまでに、プールの排（環）水口等に児童が吸い込まれて死亡する事故も生じてい

るため、「プールの安全標準指針」（平成 19 年３月 文部科学省・国土交通省）に基づき、

排（環）水口等の蓋の固定や吸い込み防止金具の設置について異常が無いかなど、点検

を必ず行うことが大切です。

点検の結果、異常が発見された場合は、ただちにプールの使用を中止するとともに、

修理・交換を行い、安全な状態に整備することが必要です。

また、授業者は、排(環)水口周辺は重大事故につながる恐れのある危険箇所であるこ

とを十分に認識しておく必要があります。

【留意点】

・プール掃除の際、特に排(環)水口については、水を抜いた状態で、蓋等が正常な位置

に堅固に固定されていること、それらを固定しているネジ、ボルト等に腐食、変形、

欠落、ゆるみ等がないこと、配管の取り付け口に吸い込み防止金具等が取り付けられ

ていること等を確認すること。その際、目視だけでなく、触診・打診によって確実に

点検を行うこと。

なお、水泳授業実施期間中においても、目視、触診・打診による点検を必ず行うこと。

・必要に応じて専門業者による点検・確認等を依頼すること。

・授業者は、排(環)水口周辺は重大事故につながる恐れのある危険箇所であることを

十分に認識しておくこと。
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【引用：プールの安全標準指針（平成 19 年３月 文部科学省・国土交通省）】
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２ 水泳授業直前の留意事項

◯児童の健康管理（国の手引(三訂版)p.125）

授業実施前には、児童が水泳に適する健康状態であるかどうかを事前に確認しておく

ことが重要です。

【健康管理方法及び留意点】

・定期健康診断の結果の活用

・健康情報の活用

①保護者による健康情報の活用

②学級担任や教科担任による健康情報の活用

* 健康カードを活用した方法については、本安全管理指針 p.30 参照。

* 学級担任による日常の健康観察のポイント

【引用：「学校における水泳プールの保健衛生管理 平成 28 年度改訂」
公益財団法人 日本学校保健会】

③養護教諭等による保健情報の活用

④児童相互による健康観察

○水質の管理

授業実施前に水質検査を行うなど、児童の健康管理に万全を期すことが必要です。衛

生的な水質を維持するために、学校の状況に応じて以下のことを注意してください。

（１）ろ過装置を適宜、稼働させること。

（２）授業前後や昼休み等、一日複数回、残留塩素濃度や pH 値の計測を行うこと。

（３）日常的に 10cm 程度の注水・排水を行い、水の入れ替えを図ること。

◯安全上の対策（国の手引(三訂版)p.129）

プール入水前に事故防止の観点から、以下の点について児童に理解させるとともに、

指導しておきます。

【入水前の指導事項】

・食 事 時 間 … 食事の直前直後は避けること。

・ボディチェック … 耳垢をとり、爪を切り、用便をすませること。

髪の長い児童は、ゴムでまとめさせること。

・水 着 … 水中での動作が行いやすいものを使用させること。

・プールサイド … プールサイドを走ったり、ふざけあうと転んで頭を打つなどの危険性
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があることを、児童に理解させること。

・紫外線対策 … 日焼けしやすい児童や光線過敏のある児童の紫外線対策については、

「学校における水泳プールの保健衛生管理（p.31）」（平成 28 年度改

訂 公益財団法人日本学校保健会）を参考に、日焼け止めクリームや

ラッシュガード等により、対策を講じることも必要。なお、大勢が日

焼け止めクリームを塗ってプールに入水すると、水質の悪化を招くの

で、通常の紫外線対策はラッシュガードの着用を推奨する。

◯天候の判断（国の手引(三訂版)p.129）

落雷や竜巻等突風、急な大雨の危険性を認識し、事前に天気予報を確認するとともに、

天気の急変などの場合には躊躇することなく計画の変更 ･ 中断 ･ 中止等の適切な措

置を講ずることによって、児童等の安全を確保することが重要です。

天候を判断する際には、気象庁の雨雲の動き・雷活動度・竜巻発生確度

（ナウキャスト）等を活用することが考えられます。（※右二次元コード参照）

◯救命具（国の手引(三訂版)p.137）

プールサイド等に担架等の救命具を備え、必要な場合に直ちに使用できるようにして

おくことが必要です。ＡＥＤ（自動体外式除細動器）についても、救護室、医療室等適

当な場所に配備し、指導者等が児童の状況に応じて適時に使えるようにしておくことが

必要です。

【参考】

・救命具として、担架やＡＥＤの他に、タオルや毛布、救助用のリングブイ、呼気吹き

込み用具等も考えられる。

◯適切な水位設定の考え方（国の手引(三訂版)p.138）

各学校で学習効果が上がり、事故回避につながるよう、対象学年・体格・泳力・学習

内容などに応じた無理のない水位を設定する必要があります。

本安全管理指針では、適切な水位は、児童のへそから胸辺りを基本とし、すべての児

童の両肩が水面から出るラインを目安とすることとします。児童の安全を確保するう

えでは、必ず入水時に確認するようにしてください。

また、以下の点について、十分に確認するとともに、適切な水位設定と安全な環境を

整えたうえで、授業を実施するようにしてください。

【確認事項】

・プールは原則、満水で行うこと。また、プール内の最浅部、最深部および水深の分布

について予め把握しておくこと。

・プール側面に水位表示の見やすい目盛を設けたり、水位を測定する器具を配置するな

どにより、水位の測定記録をプール日誌に記録しておくこと。
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【留意点】

・個々の体格に合わせて安全に活動できる場所の範囲を児童に理解させること。また、

浅い水深を要する場合は、低学年用小プールがあればそれを活用し、本プールにおい

てはプールフロアを設置して水深の浅い場所を確保すること。

・プールフロアを使用していても、プールをコースロープ等によって区域割りし、身長

の低い児童が水深の深い場所へ行かないようにすることも有効と考えられる。

・水を抜くなどの方法で水位を調整する場合は、授業の前後で担当教職員と引き継ぎを

して水位を確認すること。また、水位の調整に時間を要することから、時間割変更に

より曜日等でプールを使用する学年を分けることも有効と考えられる。なお、満水に

達していないことにより、オーバーフローによる浮遊物排出機能および新規補給水に

よる汚れの希釈機能が失われ、水質の悪化が予見されるので、水質の衛生管理には一

層の配慮をすること。

・適切な水位設定を行っていたとしても、常に児童の発言に耳を傾け、水位に対する不

安の声がある場合は、児童の実態に応じた水位設定を行うこと。なお、児童の発言内

容については、授業関係者はもとより、管理職等と情報共有し、必要に応じて、児童

の実態に応じた安全対策を徹底すること。

◯泳ぎが得意ではない児童への対応について

予め児童の泳力について把握しておき、泳ぎが得意ではない児童については、授業

者及び監視者の間で情報共有をしておくことが重要です。

【留意点】

・前年度の授業担当者が児童の泳力（もぐること、浮くこと、息継ぎ等）について申し

送りをすること。

・水泳授業が始まる前までに、児童やその保護者にアンケート等を行い、児童の泳力や

留意事項等について回答させることも有効と考えられる。

・水泳キャップの色を泳力に応じて分けることも、安全上、有効な対応と考えられる。

◯水温と気温（国の手引(三訂版)p.138）

水泳指導に当たっては、プールの水温を計測し、日誌やミーティングなどで情報を共

有し、水泳指導の実施の可否を判断するための重要な指標として、組織的に管理するこ

とが必要です。また、プールに温度計を備えて、いつでも水温を計測できるようにして

おくことも必要です。

〈水温管理の目安〉

・低学年や初心者ほど水温に敏感で、一般的に 22℃未満ではあまり学習効果は期待で

きません。そのため、水温は 23℃以上であることが望ましく、上級者や高学年であ

っても 22℃以上の水温が適当といえます。

・水温と気温の差は、水温が若干低くても気温が高ければ不快感は少ないし、反対に水

温が高くても気温が低ければ快適ではありません。
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・以上のことから、ここに示した水温はあくまで目安であり、プールを使用するかどう

かについては、対象者の学年、能力、水温、気温、学習内容などを考慮して判断する

ことが大切です。

◯熱中症予防のための留意点

学校屋外プールにおける熱中症予防対策の検討には、環境要因、運動要因、主体（人

体）要因への対策が必要になります。また、プールでの活動は水中での活動とプールサ

イドでの活動に大別されるため、それぞれの活動への対策が必要になります。

【留意点】（水中での活動）

・水温が中性水温※（33℃～34℃）より高い場合は、水中でじっとしていても体温が上

がるため、体温を下げる工夫をする。体温を下げるには、プール外の風通しのよい日

陰で休憩する、シャワーを浴びる、風に当たる等が有効。中性水温以下であれば、水

が体を冷却するので、水中運動は陸上運動より体温は上がりにくい。

（※中性水温：水中で安静状態のヒトの体温が上がりも下がりもしない水温）

・水着での活動であり、また、運動強度が高いという水泳の特性等を考慮する。

・口腔内が水で濡れるため、のどの渇きを感じにくくなるが、適切な水分補給を行う。

【留意点】（プールサイドでの活動（見学・監視を含む））

・プールサイドで活動する場合は、気温やＷＢＧＴ値（暑さ指数）を考慮し、こまめに

日陰で休憩する、活動時間を短くするなど、活動内容を工夫する。

・冷たいタオルや団扇の用意、衣服（短パン・Ｔシャツ）の工夫により身体を冷やす。

また、施設床面が高温になるので、サンダルを履く。

・プールサイドで見学する場合は、帽子や日傘の使用や、見学場所の工夫により直射日

光に当たらないようにする。

３ 水泳授業中の留意事項

水泳授業を行う際には、授業者とは別に、プールサイドからプール全体を監視する監

視者を１名以上必ず配置することとし、配置できない場合はプールでの授業を実施し

ないでください。

ただし、授業者がすべての児童の安全管理を常に行える場合（マンツーマンもしくは

それに近い形での授業形態の場合等）は、授業者が監視者の役割を兼ねることもありま

すが、その場合であっても可能な限り監視者を配置することが望ましいと考えられます。

なお、授業者と監視者は、それぞれの役割を明確にしてから水泳授業を実施する必要

があります。また、注意喚起を行うためにホイッスル等を持参することが重要です。

◯授業者の役割

授業者は、監視者と協力して安全安心な水泳授業を実施しなければなりません。

授業の実施にあたっては、監視者とともにチェックリストを必ず確認をしてください。



- 13 -

より安全な水泳授業を実施するためには、授業者を複数名配置し、一人の授業者が担

当する児童数を少なくすることや、監視者等と協力して、「水泳授業における記録シー

ト（本安全管理指針 p.31 参照）」を活用することも有効と考えられます。

【留意点】

・チェックリストをラミネート等した状態で、プールサイドへ持参または掲示すること。

・必要に応じて、ゴーグルと水泳キャップを着用し、水中の状況を確認すること。

◯監視者の役割

水泳は、緊急度が高くなる事故が発生しやすく、しかも、救助には二次災害の危険性

を伴う場合が多いことから、常に事故防止、早期発見、安全救助が求められます。その

ためには、監視者は自己の役割について十分に理解をしておくことが大切です。

【確認事項】

・プールの状況（水位、救命具、水温及び気温、プール内の危険物の有無等）を事前に

よく調べ、把握しておくこと。

・注意力の持続や熱中症対策等を考慮し、長時間の監視にならないように交代すること。

・事故防止を第一の任務とし、いつでも救助行動が取れるよう体制を整えておくこと。

・監視区域をはっきり定め、目の届かない区域をつくらないようにすること。

・救助用具等は、常置場所を定め、点検して常時使用できるようにしておくこと。

・事故発生に備え、救助方法、連絡方法を明らかにしておくこと。

・偏光サングラスを着用することは、光の反射対策として有効と考えられる。

◯監視者の位置（国の手引(三訂版)p.126）

監視者の位置は、プール全体を見渡すことができ、プールの角部分などが死角になら

ないようなところとします。より安全な水泳授業を実施するためには、監視者を複数名

配置するとともに、監視台などを活用して、高い位置から水底を見渡すことができるよ

うにすることも有効と考えられます。

【監視者配置の考え方】

・監視者を配置する工夫として、水泳授業を複数クラスで実施することも考えられる。

・監視者の配置には、教員の他に、教員業務支援員をあてることもできる。また、保護

者や地域学校協働本部の方々に協力を依頼することも考えられる。

【監視者の要件】

・教員以外の者（教員業務支援員、保護者や地域学校協働本部の方々等 （以下、「教員

業務支援員等」という。））を監視者として配置する場合は、校長が以下の要件を満た

していることを判断し、決定する。

(１) 授業の内容と児童の泳力の情報等を事前に確認しておくこと。

(２) プール全体を適切に監視する方法を理解していること。

※教員業務支援員等が監視者となる場合は、教員が一緒に監視を行うことが望ましい。

・監視者が１名の場合には、監視者が確実に監視できる範囲が限られることから、児童

がプール内で活動する範囲の制限やバディシステムの活用などの工夫をすることで、
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より安全に活動できるよう留意すること。ただし、この場合においては、授業者が水

中には入らずにプールサイドから監視者の役割も兼ねることで、児童がプール内で活

動する範囲を広げる対応も考えられる。

＜複数の監視者による監視位置の例＞

◯人数確認（国の手引(三訂版)p.129）

入水前、指導の展開の途中、退水後のそれぞれにおいて敏速かつ正確な人数確認を実

施する必要があります。授業者は、授業前、授業中、授業後に児童の人数確認と健康観

察を必ず実施してください。監視者は、児童入水中は一人一人の様子に特に注意を払い、

児童の安全を確認してください。

人数確認をする際には、バディシステムを活用し、児童同士で互いの安全を確かめさ

せることが重要です。バディシステムを徹底することにより、指導前後だけでなく指導

中も含め児童の安全を確認することができます。

【バディシステム】

児童が二人一組をつくり、互いに相手の安全を確かめさせるバディシステムは、

事故防止のみならず、学習効果を高めるための手段としても効果的である。

例えば、教師の笛の合図と「バディ」という号令があったとき、互いに片手をつ

なぎ合わせて挙げさせ点呼をとる方法がある。バディシステムによる場合、単に手

を組ませることにねらいがあるのではなく、組数を数えること、その数を記憶する

か記録しておくこと、表情や動作を観察することなどが必要である。

また、児童相互に相手の表情、動作について観察し異常があったら直ちに指導者

に連絡するように指導する。

バディシステムは、すべての児童が入水中またはプ

ールサイドにいる際に活用するだけではなく、一名が

泳いでいる際にもう一名がプールサイドから相手の

安全を確認するなどの方法も考えられる。

【引用：ルールを守ってたのしい水泳・水遊び（令和６年６月 日本赤十字社）】

［3名］ ［2名］

［4名］
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◯準備運動（国の手引(三訂版)p.130）

準備運動は、事故を防止するうえで不可欠のものです。準備運動の必要性、重要性を

児童に理解させ、自主的・主体的に実施できるように指導する必要があります。

【確認事項】

・準備運動の量は、児童の身体の状況をよく観察し、気象条件を考慮しながら適宜運動

量を変えるべきであり、長時間、激しい運動をさせることは好ましいことではない。

盛夏の暑い中で発汗の著しいときには運動量を少なくしたり、また、気温の低い場合

には、身体が十分暖まる運動量にするなどの配慮をすること。

・身体のすべての部分の屈伸、回旋、ねん転などを取り入れた運動を行うこと。

・各関節の可動性を増すような運動、筋肉を十分伸ばすような運動、筋肉をリラックス

させるような運動などに加え、主運動との関連を考慮すること。

・準備運動は、心臓に遠い部分の運動から始めたり、簡単なものから複雑なものへ、最

後は心肺に刺激を与える運動で終えたりという手順が一般的である。また、動作がリ

ズミカルになるように、動きに緊張、弛緩、速さなどの変化をつけたり、笛や号令に

も強弱をつけて行うようにすること。

◯入水時の注意事項（国の手引(三訂版)p.131）

小学校の低学年や初心者を対象とするときには、１回の入水時間について、十分配慮

する必要があります。その際にも、体力や泳力の低い者を中心にして、絶えず顔色、動

作についての観察を行うことが必要です。

【入水時の指導事項】

・準備体操後、シャワーを浴びて、プールサイドから入水すること。

・最初の入水の際には、体の末端から徐々に中心部へ向かって水をかけ、濡らしていく

こと。

・全身が水に濡れたところで、足先からゆっくりプールへ入水すること。

【入水後の指導事項及び確認事項】

・入水後は、身体を水に慣らすための時間（水慣れ）を確保すること。

・児童の実態に応じて、入水後に顔を含めて全身を水の中へ沈めたり、徐々に心肺機能

を高める緩やかな運動を行うこと。

・気温や天候、児童の健康状態や泳力などに応じて、無理のない練習時間と休憩の組み

合わせが求められる。

◯水位の確認

本安全管理指針 p.10～11 にも記載しているように、入水時、水位は児童のへそから

胸辺りを基本とし、すべての児童の両肩が水面から出ていることを必ず確認することが

求められます。また、適切な水位設定を行っていたとしても、常に児童の発言に耳を傾

け、水位に対する不安の声がある場合は、児童の実態に応じた水位設定を行う必要があ

ります。
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なお、児童の実態に応じた安全対策を徹底するために、普段から児童の発言内容につ

いては、授業関係者はもとより管理職等とも情報共有しておくことが求められます。

◯泳ぎが得意ではない児童への対応について

本安全管理指針 p.11 にも記載しているように、予め児童の泳力について把握してお

くことが大切です。また、泳力を把握していたとしても、授業を行う際は学習内容を段

階的に行うなどの配慮が必要です。

特に、泳ぎが得意ではない児童に対しては、授業者や監視者が常に気を配り、少しの

異変も見落とさない対応が求められます。

【留意点】

・泳ぎが得意ではない児童がいる場合、当該児童を担当する教職員を決めて、水泳授業

を行うなどの工夫をすること。また、当該児童が泳ぐ範囲（水深の浅い場所やプール

フロアの上、プールサイド側のコースなど）を指定すること。

なお、水位については、児童のへそから胸辺りを基本とし、すべての児童の両肩が水

面から出るラインを目安とするが、児童が不安を覚えないように配慮すること。

・児童の泳力によっては、浮き具（ビート板やヘルパー等）を活用すること。また、場

合によっては、保護者に協力を求め個別の浮き具（浮き輪、ライフジャケットなど）

を用意いただくなどの対応も考えられる。

なお、水泳キャップの色を泳力に応じて分けることも、安全上、有効な対応と考えら

れる。

また、以下に記載している小学校学習指導要領解説体育編に示された「苦手な児童へ

の配慮の例」を参考にして、児童の安全を確保しながら指導することが必要です。

〔第１学年及び第２学年〕 【小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 体育編 p.54～56 より抜粋】

・水かけっこで，顔に水がかかることが苦手な児童には，背中合わせになったり，友

達との距離を広げたりするなど，遊び方を工夫するなどの配慮をする。

・まねっこ遊び（ワニ）で，水面に対して体を水平にした姿勢になり手だけで歩くこ

とが苦手な児童には，より浅い場所で歩いたり，しゃがんだ姿勢でゆっくりと移動

したりするなど，段階的な遊び方を工夫するなどの配慮をする。

・電車ごっこ，リレー遊び，鬼遊びで，水の抵抗や浮力の影響で歩いたり走ったりす

ることが苦手な児童には，友達の後ろに続いて移動したり，手で水を力強くかいた

りすることを助言するなどの配慮をする。

・もぐる遊びで，水に顔をつけることが苦手な児童には，少しずつ顔に水がかかるよ

うにシャワーを浴びたり，顎→口→鼻→目へと徐々に水につける部分を増やしたり

するなどの配慮をする。

・もぐる遊びで，水の浮力を受け，輪をくぐることが苦手な児童には，輪の深さや数
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を変えたり，二人組でつくった手のトンネルをくぐったりするなどの配慮をする。

・浮く遊びで，足が沈み，伏し浮きをすることが苦手な児童には，息を大きく吸って

止めたり，顎を引いて頭を水の中につけたり，無駄な力を抜いて体を真っ直ぐにし

たりすることを助言するなどの配慮をする。

・バブリングで，水中で息を吐くことが苦手な児童には，手の平にすくった水を吹き

飛ばしたり，水面に浮いたものを吐いた息で移動させたりするなど，顔をつけずに

息をまとめて強く吐くことのできる遊びをするなどの配慮をする。

・ボビングで，動きと呼吸のリズムを合わすことが苦手な児童には，友達と手をつな

いで一緒にボビングをするなどの場を設定したり，「プクプクプク（弱く吐く），ブ

ハ！（水面を出たら大きく強くまとめて吐く），スゥー（すぐに吸う）」などの呼吸

のリズムのイメージができる言葉を助言したりするなどの配慮をする。

〔第３学年及び第４学年〕 【小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 体育編 p.92～94 より抜粋】

・け伸びで，体を一直線に伸ばすことが苦手な児童には，補助具や友達の手につかま

り，大きく息を吸って伏し浮きの姿勢になるまで待つように助言したり，体を伸ば

した状態になったところを友達に引っ張ってもらったりするなどの配慮をする。

・け伸びで，プールの底や壁を力強く蹴ることが苦手な児童には，水の中に体を十分

に沈め，膝を曲げて体を小さく縮めてから底や壁を蹴るように助言したり，け伸び

で進む距離を友達と競争したり自己の記録を伸ばしたりする場を設定したりする

などの配慮をする。

・初歩的な泳ぎで，手や足の動きと呼吸のタイミングを合わすことが苦手な児童には，

陸上で動きのイメージができる言葉「伸びて，イーチ・ニィー・サーン（手で水を

かいたり，足を動かしたりして），ブハ！（息をまとめて吐く），伸びて」とともに

タイミングを確認する場を設定したり，友達にゆっくりと引っ張ってもらいながら

息継ぎのタイミングを声かけしてもらったりするなどの配慮をする。

・プールの底にタッチをする際，浮力の影響でもぐることが苦手な児童には，息を吐

きながらもぐることや手や足を大きく使うことを助言したり，水深が浅い場を設定

したりするなどの配慮をする。

・いろいろなもぐり方をする際，もぐり方を変えることが苦手な児童には，友達とも

ぐり方の真似をし合う場を設定したり，陸上でできる動きを水の中でできないかを

助言したりするなどの配慮をする。

・だるま浮きで，体を小さく縮めることが苦手な児童には，両膝を抱え込まずに持つ

程度にした簡単な方法に挑戦することや，膝を抱えると一度は沈むがゆっくりと浮

いてくることを助言するなどの配慮をする。

・背浮きで，腰が沈まないようにして浮くことが苦手な児童には，補助具が体から離

れないようにしっかり抱えて浮くように助言したり，友達に背中や腰を支えてもら

う場を設定したりするなどの配慮をする。

・変身浮きで，浮き方を変えることが苦手な児童には，一つの浮き方で浮いている時
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間を延ばしたり，「つぼみがだんだん開いて，またしぼんでいく」などお話づくり

で変身していくイメージをもって挑戦したりする場を設定するなどの配慮をする。

・連続したボビングが苦手な児童には，低学年で扱った呼吸のリズムを再度確認した

り，友達と手をつないでボビングをしたりする場を設定するなどの配慮をする。

〔第５学年及び第６学年〕 【小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説 体育編 p.136～138 より抜粋】

①クロール

・前方に伸ばした手が下がり，手のかきに呼吸を合わすことが苦手な児童には，両手

を必ず前方で揃えてから片手ずつかくための練習をする場や，仲間に手を引っ張っ

てもらいより前方に手を伸ばす練習をする場を設定したり，補助具をおさえる手に

力を入れすぎないように助言したりするなどの配慮をする。

・頭が前方に上がり，横向きの息継ぎが苦手な児童には，歩きながら息継ぎの練習を

する場を設定したり，へそを見るようにして顎を引き，耳まで浸かって息継ぎをす

るように助言したりするなどの配慮をする。

・手や足をゆっくりと動かすことが苦手な児童には，一定の距離を少ないストローク

数で泳ぐ場や，決められたストローク数で泳ぐ距離を仲間と競い合う場を設定する

などの配慮をする。

②平泳ぎ

・かえる足の動きが苦手な児童には，プールサイドに腰かけて足の内側で水を挟む動

きだけを練習したり，壁や補助具につかまって仲間に足を支えてもらい練習したり

する場を設定するなどの配慮をする。

・手や足の動きと呼吸のタイミングを合わすことが苦手な児童には，陸上で動きの確

認をする場を設定したり，水中を歩きながら仲間が息継ぎのタイミングを助言した

りするなどの配慮をする。

・キックの後にすぐ手をかいてしまい，伸びることが苦手な児童には，け伸びをして

から「かいて，蹴る」動きを繰り返すことを仲間と確かめ合ったり，「かいて，蹴っ

て，伸びる」の一連の動作をしたら一度立つように助言し，少ないストローク数で

泳ぐ距離を伸ばす場を設定したりするなどの配慮をする。

③安全確保につながる運動

・背浮きの姿勢での呼吸を続けることが苦手な児童には，浅い場所で踵を付けたまま

背浮きになる姿勢の練習をしたり，補助具を胸に抱えたり，仲間に頭や腰を支えて

もらったりして続けて浮く練習をしたりするなどの配慮をする。

・浮き沈みの動きに合わせた呼吸をすることが苦手な児童には，体が自然に浮いてく

るまで待ってから息継ぎをすることや，頭を大きく上げるのではなく首をゆっくり

と動かし呼吸することを助言するなどの配慮をする。
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４ 授業終了後の留意事項

◯人数確認（国の手引(三訂版)p.129）

退水後においても敏速かつ正確な人数確認を実施する必要があります。

【確認事項】

・監視者は児童退水後，プール内に残っている児童がいないかを速やかに確認すること。

・人数確認を行う際は、児童の健康観察についても併せて行うこと。

・児童が体調不良を訴えた場合や顔色・動作等が気になる児童が発生した場合は、教職

員が保健室まで付き添い、養護教諭等へ状況を説明するとともに、管理職へ報告する

こと。併せて、保護者へ連絡を行い、情報共有を図ること。

なお、児童の体調が回復しない場合は、医療機関を受診することも考えられる。

・本安全管理指針 p.33 の「授業中・直後におけるチェックリスト」を参照し、安全安

心な水泳授業の実施に努めること。
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５ 学習指導要領上の指導内容について

学習指導要領には以下のように内容が示されています。安全・安心な水泳授業を行う

ために、系統性を持った授業を実施することが重要です。

〔第１学年及び第２学年〕

（１） 知識及び技能

（１） 次の運動遊びの楽しさに触れ，その行い方を知るとともに，その動き

を身に付けること。

ア 水の中を移動する運動遊びでは，水につかって歩いたり走ったりす

ること。

イ もぐる・浮く運動遊びでは，息を止めたり吐いたりしながら，水に

もぐったり浮いたりすること。

(２） 思考力，判断力，表現力等

（２） 水の中を移動したり，もぐったり浮いたりする簡単な遊び方を工夫す

るとともに，考えたことを友達に伝えること。

（３） 学びに向かう力，人間性等

（３） 運動遊びに進んで取り組み，順番やきまりを守り誰とでも仲よく運動

をしたり，水遊びの心得を守って安全に気を付けたりすること。

〔第３学年及び第４学年〕

（１） 知識及び技能

（１） 次の運動の楽しさや喜びに触れ，その行い方を知るとともに，その動

きを身に付けること。

ア 浮いて進む運動では，け伸びや初歩的な泳ぎをすること。

イ もぐる・浮く運動では，息を止めたり吐いたりしながら，いろい

ろなもぐり方や浮き方をすること。

(２） 思考力，判断力，表現力等

（２） 自己の能力に適した課題を見付け，水の中での動きを身に付けるため

の活動を工夫するとともに，考えたことを友達に伝えること。

（３） 学びに向かう力，人間性等

（３） 運動に進んで取り組み，きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり，

友達の考えを認めたり，水泳運動の心得を守って安全に気を付けたりす

ること。
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〔第５学年及び第６学年〕

（１） 知識及び技能

（１） 次の運動の楽しさや喜びを味わい，その行い方を理解するとともに，

その技能を身に付けること。

ア クロールでは，手や足の動きに呼吸を合わせて続けて長く泳ぐこと。

イ 平泳ぎでは，手や足の動きに呼吸を合わせて続けて長く泳ぐこと。

ウ 安全確保につながる運動では，背浮きや浮き沈みをしながら続けて

長く浮くこと。

(２） 思考力，判断力，表現力等

（２） 自己の能力に適した課題の解決の仕方や記録への挑戦の仕方を工夫す

るとともに，自己や仲間の考えたことを他者に伝えること。

（３） 学びに向かう力，人間性等

（３） 運動に積極的に取り組み，約束を守り助け合って運動をしたり，仲間

の考えや取組を認めたり，水泳運動の心得を守って安全に気を配ったり

すること。

各学年において、【学びに向かう力，人間性等】の内容に示されている具体的な内容

〔第１学年及び第２学年〕

エ 準備運動や整理運動をしっかり行う，丁寧にシャワーを浴びる，プールサイドは

走らない，プールに飛び込まない，友達とぶつからないように動くなどの水遊びの

心得を守ること。また，水遊びをする前には，体（爪，耳，鼻，頭髪等）を清潔に

しておくこと。

〔第３学年及び第４学年〕

オ 準備運動や整理運動を正しく行う，バディで互いを確認しながら活動する，シャ

ワーを浴びてからゆっくりと水の中に入る，プールに飛び込まないなど，水泳運動

の心得を守って安全を確かめること。

〔第５学年及び第６学年〕

オ プールの底・水面などに危険物がないかを確認したり，自己の体の調子を確かめ

てから泳いだり，仲間の体の調子にも気を付けるなど，水泳運動の心得を守って安

全に気を配ること。
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〔第１学年及び第２学年〕

ア 水の中を移動する運動遊び 引用：「小学校体育（運動領域）指導の手引～楽しく身に付く体育の授業～」
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〔第１学年及び第２学年〕

イ もぐる・浮く運動遊び 引用：「小学校体育（運動領域）指導の手引～楽しく身に付く体育の授業～」
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〔第３学年及び第４学年〕

ア 浮いて進む運動
引用：「小学校体育（運動領域）指導の手引～楽しく身に付く体育の授業～」
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〔第３学年及び第４学年〕

イ もぐる・浮く運動
引用：「小学校体育（運動領域）指導の手引～楽しく身に付く体育の授業～」
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〔第５学年及び第６学年〕

ア クロール

イ 平泳ぎ 引用：「小学校体育（運動領域）指導の手引～楽しく身に付く体育の授業～」
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〔第５学年及び第６学年〕

ウ 安全確保につながる運動 引用：「小学校体育（運動領域）指導の手引～楽しく身に付く体育の授業～」



- 28 -

６ 通常の学習場所以外のプールを使用する場合について

令和６年７月時点の調査では、県内の多くの学校において、自校のプールを使用し

て安全に留意した状態で水泳授業を実施している状況がみられました。

また、自校以外のプールを使用する学校では、中学校のプールを兼用で使用する場

合や民間施設のプールを利用する場合などがありました。これらは、例年の実施であ

り、水泳授業を安全に実施するために、監視員を複数名配置したり、可動床式プール

やプールフロア・水抜きなどにより適切な水位設定を行うなどの工夫がされていまし

た。

しかしながら、突発的に水泳授業の実施場所を普段と異なる場所で行う場合につい

ては、以下の点に留意する必要があります。また、場合によっては水泳授業の実施を

見送るなどの対応が求められます。

なお、いずれの場合においても水泳授業における安全管理を徹底するために、水泳

授業に関係する全教職員並びに学校関係者は、水泳授業の前に「学校体育実技指導資

料第４集 水泳指導の手引（三訂版）」及び本安全管理指針の内容を十分に理解してお

く必要があります。

【留意点】

・通常の学習場所以外のプールを使用する場合は、予め管理職並びに体育主任や所管

する教育委員会等が、使用するプールの安全性（水深、水質、救命具の設置状況な

ど）について検討し、プールフロアの活用などによって通常の学習場所のプールの

安全性と変わらないことを確認したうえで、そのプールでの水泳授業の実施を判断

すること。併せて、保護者にも説明を行い、了承を得たうえでそのプールでの水泳

授業を開始すること。その際、安全を確保できない場合は実施しないこと。

なお、実施しない場合でも「水泳運動の心得」を軸とした学習指導要領に則した安

全に関する学習活動は必ず実施すること。

・通常の学習場所以外のプールを使用する場合は、公立プール、民間プール、他学校

のプールの借用を総合的に検討すること。なお、その際は、授業時間数が減少し得

ることを考慮し、ゆとりあるカリキュラムマネジメントを心がけること。

・他校のプールの借用を検討する場合は、借用先のプールの構造上の水深を確認した

うえで、必要に応じて水深に対する対策（プールフロアの設置、水位の調節など）

を行うよう留意すること。

・他校のプールを借用する場合は、学校長を含め、授業を実施する教員による現地の

下見を必ず行うこと。その基礎情報や留意点をもとに、職員会議で審議、検討する

こと。また、学校長は教育委員会への経緯、経過の連絡を適時行うこと。
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７ 参考資料

(参考)事前チェックリスト
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(参考)健康カードの様式

「学校体育実技指導資料第４集 水泳指導の手引（三訂版）」 平成 26 年３月（p.128 参照）
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（参考）水泳授業における記録シート

監視者等が活用する水泳授業中における児童の安全確認に関する記録シートの例
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（参考）水泳授業におけるチェックリスト

水泳授業直前のチェックリストの例

＜授業直前におけるチェックリスト＞

【全般】

□ 授業者と監視者の役割が区別できている。

□ 児童数並びに児童の健康状態について把握している。

□ 泳ぎが得意ではない児童について、授業者及び監視者の間で情報

共有ができている。

□ 水泳授業を行うにあたり、適切な環境（天候・水温・気温等）で

ある。

□ ホイッスル、携帯電話等を持参している。

□ 救命具がプールサイド等に準備されている。

□ 排（環）水口等の蓋の固定や吸い込み防止金具の設置について異

常が無い。

□ 児童の体格や泳力等に応じた適切な水位が設定されている。

【緊急時の対応について】

□ 緊急時の連絡手順を知っている。

□ 心肺蘇生法を実施することできる。

□ ＡＥＤの設置場所並びにＡＥＤの操作方法を知っている。

□ 事故が起きた場合に、事故者以外を安全な場所に速やかに誘導し、

適切な指示を伝えることができる。

□ 救急車及びストレッチャーの搬入搬出ルートを理解している。

□ 「事故発生時の対応チェックリスト」及び「緊急時の対応マニュ

アル（フロー図等）」が作成されている。
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水泳授業中・直後のチェックリストの例

＜授業中・直後におけるチェックリスト＞

【全般】

□ 監視者は、児童退水後、プール内に残っている児童がいないか確

認をした。

□ 児童数を確認した。

□ 児童の健康観察を行った。

□ 指導中、バディチェックを複数回行い、バディ相互の安否確認を

行った。

【体調不良者が発生した場合】

□ 養護教諭等と体調不良者の情報共有を行った。

□ 授業担当者が担任ではない場合、担任と体調不良者の情報共有を

行った。

□ 管理職と体調不良者の情報共有を行った。

□ 保護者と体調不良者の情報共有を行った。



- 34 -

（参考）事故発生時の対応チェックリスト

事故発生時における授業者等の対応チェックリストの例

＜事故発生時の対応チェックリスト＞

□ 事故発生の確認 ［ ： ］

□ 事故者の救助 ［ ： ］

□ 事故者の意識等の確認

【意識がない場合や判断に迷う場合】

□ 協力依頼

□ ＡＥＤ持参の依頼

□ 119 番通報の依頼

→ 通報時間［ ： ］

□ 救急車の誘導の依頼

□ 職員室へ連絡の依頼

→ 連絡時間［ ： ］

□ 心肺蘇生法の開始［ ： ］

□ 事故者以外の児童を安全な場所へ

誘導並びに状況説明

□ ＡＥＤ使用開始 ［ ： ］

□ 救急隊員の到着 ［ ： ］

□ 救急隊員への状況説明

上記の他に、

□ 管理職への報告 →［ ： ］

□ 地教委への連絡 →［ ： ］

□ 保護者への連絡 →［ ： ］

【意識がある場合】

□ 事故者の状態確認

（※応急手当含む）

□ 養護教諭等へ連絡ま

たは保健室への搬送

□ 事故者以外の児童へ

の状況説明

□ 管理職への報告

□ 保護者への連絡
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（参考）緊急時の対応マニュアル（フロー図等）

119 番

通報・連絡

救急車

連絡・協力

報告

連絡※５

連絡・協力

救急車

管理職

地教委

保護者職員室

プール

病 院

消 防

事故
発生

【事故現場で実施する内容】

○救助・応急処置※１

（心肺蘇生、ＡＥＤ使用）

○連絡・協力要請

（119 番通報※２、職員室へ連絡等）

○他の児童の誘導※３

○記録※４ など

＜留意点＞

※１…自発呼吸が回復するか、救急隊が到着するまで継続する。

※２…救急車の依頼時における必要最低限の連絡事項

① 学校名、所在地、電話番号

② 事故内容

・いつ、だれが、どこで、どうしたか

・事故者の症状と行った（行っている）対応

・救急車到着までに学校でするべき内容の確認

※３…事故者以外の児童を安全な場所へ誘導する。

※４…事故の様子や傷病の状態、事故対応等について記録する。

※５…事故概要、傷病の状態、応急処置の状況等を報告し、病院に来ていただくよ

う依頼する。

現場確認

＊事故発生時には、以下のことについ

て、必ず時間の記録を残すこと。

・事 故 発 生［ ： ］

・事故者の救助［ ： ］

・心肺蘇生法の開始［ ： ］

・ＡＥＤ使用開始［ ： ］

・消防署への通報［ ： ］

・救急隊員の到着［ ： ］

・職員室への連絡［ ： ］

・管理職への報告［ ： ］

・地教委への連絡［ ： ］

・保護者への連絡［ ： ］
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(参考)溺水に至るプロセスと溺者の特徴

【引用：赤十字水上安全法講習教本（12版）】
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